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参画・協働条例づくりの論点整理 

 

                            委員  荒木 昭次郎 

 

■ 検討の基礎前提 
○ 過去から現在までの変化を分析し、現状認識を共有する・・現状分析 

○ 近い将来はどうあるべきかを検討し、その姿を共有する・・規範分析 

○ 現状からあるべき姿へ向かう手段方法・主体の役割責務・ルールなどの検            

討・・政策分析 

○ 上の各分析で用いる用語には同じ意味を付与すること・・意味論分析 

 

 

論点① 参加・参画・協働の登場背景を理解しておくこと 

 

・90年代は市民力向上（シティズン・エンパワーメント)とその発揮の時

代         

・・・世界的風潮となる 

 

  ・一元的主体による社会的な利益実現の限界 

                     ・・多元的主体の連携の必要 

 

  ・地方自治制を有する国では自治権保障の模索・・分権・参加・自治 

 

  ・相互依存・相互補完・相互理解・相互対等を原則とする社会化の浸透 

 

  ・政策形成過程のあらゆる段階において市民の参加・参画・協働の推進 

 

   例示→大和市（2002）『新しい公共を創造する市民活動推進条例』 

      特徴=相互理解を深めながら対等の関係で協力連携し、新し           

い公共の創造に貢献する点 

     →行政手続法（1993）不利益処分の相手方に告知と聴聞の機会      

を付与し、行政の事前統制を強化する点 

     →パブリックコメント制度（1999）；情報公開法（1999）；      

環境影響評価法（1997）；河川法（1997）；海岸法（１ 

９９９）など、参加の機会を盛り込む規定の制度化 

      →地方分権一括法（1999）分権化の動きの中で、地域の主体性発揮

による地域の特色を生かした仕組み作りの模索が全国自治

体ではじまり、参加・協働の条例化へと進んできた 
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論点② 参加・協働条例の制定状況と特色による分類 

 

  （1）自治基本条例型・・自治の基本原則を定めるもの 

 

  （2）参加理念・原則型・・参加・協働の理念・原則を定めるもの 

 

  （3）参加総合型・・ワークショップ、パブコメ、審議会など多様な参 

            加・協働手法の総合的な体系化を図るもの 

  （4）参加個別型・・個々の参加協働手法の具体的仕組みを定めるもの 

 

  （5）公的活動支援型・・市民・NPO活動の支援・促進に関するもの 

   

  （6）参加・支援総合型・・参加協働に関する規定とNPO活動の支援・         

促進に関する規定を一つにまとめたもの 

  （7）コミュニティ型・・主としてコミュニティ組織について定めたも 

              の 

 

  （8）個別政策分野型・・環境保全、まちづくり、福祉など個別分野に 

              おける施策への参加・協働のしくみを定めた 

              もの 

  （9）相互補完型・・個別分野だからといって相互に排他的なものでは 

            なく、複数の条例を段階的に整備補完しているも 

            の 

 

 

論点③ 類型別概要（盛り込まれている内容から若干の抽出） 

 

 ・自治基本条例型・・・まちづくりへの参加権・参画権が盛り込まれてい            

る宝塚市・東海市・柏崎市・伊丹市・多摩市・吉川町・

生野町など 

 ・参加理念・原則型・・参加の権利を明記するものは見あたらないが、参 

            加・協働の前提となる情報の公開・共有および行 

            政過程の各段階での参加・協働、住民投票など、 

            参加・協働の原則を定めているものが多い 

           箕面市・宝塚市・名張市・東海市・小長井町・猿            

払村・幕別町・遠軽町・下諏訪町など（2001～            

2003） 

 ・参加総合型・・・これには参加手続の通則、個別の参加手続、参加手続          
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以外の方法による参加の推進、たとえば対話の機会設          

定、要望・苦情の扱い方についても定めている。 

          石狩市・西東京市・鹿児島市・小金井市・和光市・宮          

代町など意欲的な規定を盛り込んでいる（2001～           

2003） 

 ・参加個別型・・・従来は要綱で対応していたもの。最近では、条例化の          

方向に進んでいる。例えば、パブリックコメント条           

例、常設型の住民投票条例、オンブズマン条例等個別          

条例化の制定傾向にある。横須市（2001）・新座市          

（ 2002 ） ・ 浜 北 市 （ 2002 ） ・ 城 山 町 （ 2003 ）           

等。これらの中には、施策の満足度を把握し、意見徴          

収し市民の意向に沿う施策のあり方を探る方向の規定          

を設けている。  

  A）支援型という名の参加協働条例・・1998年のNPO法制定を契機に 

          府県レベル政令市レベルで広まっているもの、盛り込          

む内容としては、支援の基本原則・施策を列挙するも          

の、支援の基本原則を条例本文で定め施策の具体化は          

条 例 に 基 づ く 計 画 や 方 針 に ゆ だ ね る 。 青 森 県              

（1998）岩手県（1998）宮城県（1998）高知県          

（1999）長崎県（２０００）鳥取県（2001）京都          

府（2003）板橋区（1997）大口町（2000）横浜          

市（2000）芦別市（2001）蒲原町（2001）大阪          

狭山市（2002）吹田市（2003）留萌市（2003）          

志木市（2003）  

   B) 基 金 協 力 的 性 格 を 持 た せ た も の ・ ・ 神 奈 川 県 （ 2001 ） 見 附 市             

（1990）浦安市（2002）宮崎市（2001）豊中市          

（2003）福井市（2004）北海道（2001）仙台市          

（1999） 

 ・参加・支援総合型の条例・・ 

  A）参加の仕組みに力点を置いているもの 

    ・・・二丈町（2002）狛江市（2003）下関市（2003） 

  B) 協働事業の実施ルールに力点を置いているもの 

    ・・・神奈川県大和市（2003）福井県鯖江市（2003）京都市        

（ 2003 ） 呉 市 （ 2003 ） 高 知 市 （ 2003 ） 浜 松 市           
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（2003）兵庫県（2002）等が参加と支援の両方の施策に        

関し簡単な規定を置いている。 

 ・コミュ二ティ型の条例・・・自治会（委員会）、協議会、評議会という         

三層構造の地域自治組織について定めており審議会型コ         

ミュ二ティ組織の制度化をはかる条例として注目され          

る。武蔵野市の場合は、地域コミュ二ティ、目的別コ          

ミュ二ティ、電子コミュ二ティという新しい概念を掲げ         

コミュ二ティ条例を制定している（2001）。それ以外         

は、大井川町（1999）香我美町（2001）等。 

 

論点④ 参加・協働の意味と原則について 

 

 ◎そもそも参加・参画・協働・パートナーシップとは何かが問題である 

 

  ・「市民協働」について→市の実施機関と市民公益活動を行う団体が、行政活

動について共同して取り組む形のことをいう（狛江

市）。 

→市民活動団体、事業者及び市が互いの相違を認識し、

市民が望むまちづくりを目指して多角的及び多元

的に取り組むことをいう（浜松市）。 

→不特定かつ多数のものの利益の増進を図ることを

目的として市民、市民公益活動団体、事業者等及び

市がその自主的な行動のもとにお互いに良きパー

トナーとして連携し、それぞれが自己の責任の下に

行政運営に取り組むこと（呉市）。 

→市民公益団体及び市が、対等なパートナーとして連

携しそれぞれが、自己の責任の下に行政運営に取り

組むこと（志木市）。 

  ・「協働の概念」としては、 

① �  それぞれの役割と責任の自覚 

② �  対等・連携 

③ �  自主性 

④ �  多元性⑤相互補完⑥目的の共有⑦非営利性がキーワードとなってい

る。（概念の相違を判断するのは難しい？）条例には対等・連携や多

元性を明記せず、理念・原則の規定に掲げる条例とする。 
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    ここでの論点としては、 

① �  自治体の協働のパートナーとして、多様な主体を掲げるものとNPO

のみを掲げるものとがある。 

    ② 協働の対象範囲を行政活動に限定するものと、より広くとらえるもの

との違いをどうするかが問題。 

 

論点⑤ NPO活動の意味について 

 

 ・NPO活動及びNPOの意味と範囲についてどうするか。 

 

  ●条例の対象としてNPO活動については、「市民公益活動」としてよいか（石 

巻市、豊中市、大阪狭山市、呉市、志木市、吹田市、仙台市、横須賀市） 

 

あるいは単なる「市民活動」でよいか。（北海道、大垣市、高知市、下関市、 

浜松市、平塚市、藤沢市、宮崎市、大和市、横浜市、留萌市） 

 

さらには、「非営利活動」とするもの（鳥取県、岡山市） 

 

または、「公益活動」（池田市、下諏訪町）「民間非営利活動」（宮城県） 

「非営利公益市民活動」（福井市）「社会貢献活動」（岩手県）「ボランテ 

ィア活動等」（青森県、長崎） 

 

論点⑥ 参加協働の理念・原則の規定について 

 

 ◎参加・協働条例では目的規定および定義規定に続き、理念・原則規定と各主

体の役割・責務規定を置くのが一般的の構成となっている。 

 

 ★参加協働は、自主性・多元性を本質とするものであるから本来、責務規定よ

りも権利規定を置くことが、重要であると考えられる。しかし、例示では参

加権を条例に明記しているのは、少数である。 

  例えば、宮代町→条例の目的に参加権の保障を唱う。 

      狛江市→子供を含めた市民参加の権利について定めている。 

      二丈町→政策提言権と行政過程の各段階における参画権を規定して

いる。 

      小金井市→積極的に発言しない市民、未成年者、外国人等の意向に

も配慮すべき旨定めている。 
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 ◎参加・協働の理念・原則について 

 

  条例では、以下の用語をキーワードとして掲げている。 

① 多様な価値観の尊重 

② 自主性の尊重 

③ 対等性の確保 

④ 自律性の確保 

⑤ 機会の平等 

⑥ 公平・公正性 

⑦ 透明性の確保 

⑧ 情報公開と情報の共有 

⑨ 相互連携 

を原則として掲げている。 

 

協働の原則の例示（石巻市の場合） 

① 対等の原則 

② 自主性尊重の原則 

③ 自立の原則 

④ 相互理解の原則 

⑤ 目的意識共有の原則 

⑥ 公開の原則 

⑦ 非営利・公益性の原則 

を掲げている。 

 

個別規定の例示として（石狩市） 

① 行政活動の効率性の確保 

② 市民参加が市の義務と責任の軽減につながると解してはならないこと 

③ 合意に至るまでの尊重（高知市） 

④ 市議会の権限・役割の尊重（京都市） 

 

◎市民（事業所等）の役割・責務として 

 ・市民はNPO活動等に対する理解を深め、これを促進すること。 

・事業所等では、従業員に対する啓発研修を行うこと。 

・従業員が市民活動に参加する場合の支援について規定すること。 

 

◎自治体の役割・責務として 

 ・参加・協働やNPO活動の促進のため、必要な措置をとる旨を定め、または具

体的施策を列挙しておくこと。 
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 ・小金井市の場合は、わかりやすく十分に説明することを規定している。 

 ・市民の意見などを誠実に受け止めるための窓口を保障すること。 

 ・職員の責務規定を独立して設け、 

①市民本位の職務遂行 

②参加・協働に必要な知識・技能の向上等を定めている（神戸市） 

・和光市では、議会の役割規定を置き、市民との情報共有、参加・協働の促進

を掲げている。 

 

論点⑦ 参加・協働の仕組みについての定め 

 

◎参加・協働の仕組みについての定めは、参加総合型と参加個別型の条例で多くみ

られる。具体的な参加手法の選択については、事務事業の性質、影響を受けるも

のの範囲、参加手続の実施段階などを考慮しておくことが重要である。 

 

▲参加総合型は、参加の通則と参加手法のメニューを示し、参加システムの全体

像を把握できるようにし、それぞれの事案に応じた最適な手法の選択に資する

よう定めておくことが重要。 

 

■参加の通則とは、参加の対象・参加の手法・参加の実施時期・参加実施の公表

方法・参加結果の取り扱い・実施予定及び実施状況の公表・他の制度との調整

に関する規定をいう 

 

・参加実施の際の留意事項 

① 効果が期待できる手法であること 

② 幅広い参加が期待できること 

③ 専門性の施策には、深い知識を有する市民の参加を促すこと 

④ 地域性の施策では、当該地域の市民の参加を促すこと 

⑤ 営利目的での関与の排除を促すこと 

 

▲参加の対象事項の掲げ方 

・これには本文か別表に列挙する方法と、抽象的な基準を定める方法が見られる 

 

○列挙方式の場合は、①基本的な計画②基本方針・制度またはこれを定める条例

③市民に義務を課しまたは、権利を制限する条例④市民生活に重要な影響を及

ぼす制度または、これを定める条例⑤大規模工業施設の設置計画等について 

 

○一般的な参加手法としては、①パブリックコメント②公聴会③審議会④住民投

票が掲げられている。最近ではこれに加えて意識調査・アンケート調査（小金井



8 

市と宮代町）・意見交換会（鹿児島市）・フォーラム（狛江市・宮代町）・シン

ポジウム（狛江市）・ワークショップ方式（鹿児島市）を条例に定めているケー

スが見られる。 

 

○参加の実施時期について→できるだけ早い時期から参加できるようにし、参加

結果を行政決定に活かせるよう適切な時期を規定しておく。 

 

○公表方法→本庁舎、担当窓口、市内掲示板、広報誌、インターネット等。 

 

○参加結果の取り扱いについて→①意見等の考慮義務②意見等の概要とその検討

経過と結果と、その理由の公表を義務づけるのを定めとしているのが一般的で

ある。 

○参加・協働の推進体制について→この点について事例をみると 

・協議会（杉並区）市民会議（鹿児島市）市民協働推進会議（鯖江市）市民参加推

進・評価委員会（宮代町）見守り委員会（高知市）等のように第3者機関をおく

のが一般的な方法である。 

 

▲個別の参加手続に関する規定 

 

・通則以外でのパブリックコメントの場合 

① 政策案と併せて公表する資料の内容（施策の趣旨や目的論点など） 

② 意見などの提出期間→20日以上か１ヶ月以上か 

③ 提出方法→持参、郵送、FAX、メール（その際、住所氏名の記載義務） 

 

・公聴会については 

① 事前の公表事項 

② 公述人の用件 

③ 進行方法 

④ 公聴会結果の取り扱い（報告書を使って公表するかどうか） 

 

・審議会について 

① 会議の公開 

② 委員の公募制とその選任方法（男女比率、年齢、兼職） 

③ 公募委員を置かない場合の理由の公表（100人委員会、市民会議方式など三

鷹方式の制度化） 

 

・住民投票（これを参加の仕組みに入れるかどうか） 

① 個別の政策の是非を問う 
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② 住民投票の一般的な根拠規定だけを置き、後は個別条例にゆだねる 

③ 住民投票の対象、資格者、手続などを具体的に定めることが考えられる 

 

▼政策案の作成自体を協働で行うワークショップ方式や、一般的な提案制度によ

ることが考えられるが、その例は石狩市くらいである。なお、鹿児島市が意見

交換会やワークショップ方式をパブリックコメントや審議会に並ぶ基本的な参

加類型と位置づけている点及び、京都市や下関市がワークショップの実施につ

いて明記している点は、注目すべきである。 

 

●本委員会における検討への期待 

以上見てきたようにインフォーマルに行われてきた参加手法や協働手法の制度

化を熊本市においても先駆的なものとして条例の中に規定していくべきではない

かと考える。     

               以上です。 

 
 


















